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１．変更の概要 

１．１．経緯 

再処理施設の使用済燃料及びその溶解液等から発生する崩壊熱を除去

するための冷却水は，給水施設の冷却水設備の安全冷却水系から供給する。 

安全冷却水系は，これまで使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設（以

下，「Ｆ施設」という。）用と再処理設備本体（以下，「本体」とい

う。）用で各２系列（合計４系列）の設計としており，Ｆ施設は専用の施

設として安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ（２基）にてＦ施設での崩壊熱を除去

するための冷却水を供給し，本体においても専用の施設として安全冷却水

系冷却塔Ａ，Ｂ（２基）にて本体での崩壊熱を除去するための冷却水を供

給する設計としていた。 

再処理施設における新規制基準に対する審査過程において，前処理建

屋の屋上に設置されている本体の安全冷却水系冷却塔Ａは，外部からの衝

撃（竜巻及び航空機落下）による損傷を防止することが困難であることか

ら，外部からの衝撃による損傷を考慮しない設計とする。そのため安全上

重要な施設から安全上重要な施設以外とし，安全上重要な施設としてＦ施

設の安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ（２基）と本体の安全冷却水系冷却塔Ｂ

（１基）の計３基の冷却塔にてＦ施設及び本体（再処理施設）の崩壊熱を

除去するための冷却水を供給する系統へ変更する。 

 

１．２．運用方法の変更 

これまではＦ施設に設置している安全冷却水系冷却塔Ａ，ＢはＦ施設

で発生した崩壊熱を除去するための冷却水を供給し，本体に設置している

安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂは本体で発生した崩壊熱を除去するための冷却

水を供給する運用としていた。 
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今回の系統の変更によりＦ施設に設置している安全冷却水系冷却塔Ａ，

ＢはＦ施設及び本体の崩壊熱を除去するための冷却水を供給できる運用に

変更し，本体に設置の安全冷却水系冷却塔Ｂは，これまでと同様，本体で

の崩壊熱を除去するための冷却水を供給する運用とする。 

 

１．３．冷却塔の性能と崩壊熱量 

今回の系統の変更によりＦ施設に設置している安全冷却水系冷却塔Ａ，

Ｂにて本体の崩壊熱を除去するための冷却水を供給できる運用に変更する

ことから，Ｆ施設に設置している安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂが本体での崩

壊熱を除去するため能力を有しており、冷却水を供給できる冷却水循環ポ

ンプを設置していることを確認した。 

 

第１表にＦ施設及び本体で発生する熱負荷の内訳，第２表にＦ施設及

び本体に設置する安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂの除熱能力，第３表にＦ施設

及び本体に設置している冷却水循環ポンプ流量を示す。 
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第１表 再処理施設で発生する熱負荷の内訳 

Ｆ施設 
熱負荷 
（MW） 

本体 
熱負荷 
（MW） 

燃料貯蔵プール崩壊熱 
 
非常用空調機器※１ 
 
ディーゼル発電機※２ 
 
一般負荷※３ 
・廃液処理系のうち廃液

温度が高温となる系統
の熱交換器 

・一般蒸気系の復水器 
・常用空調用機器 等 
 
合計 

21 
 
1.6 
 
2.9×2 基 
 
8.2 
 
 
 
 
 
 
36.6 

各中間熱交換器崩壊熱 
 
その他負荷 
・前処理建屋の安全圧

縮空気系の空気圧縮
機 

・高レベル廃液ガラス
固化建屋の換気設備
のセル内クーラ 

・制御建屋の非常用空
調用冷凍機 等 

 
 
合計 

6.0 
 
5.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.6 

※１：非常用空調機器は１台運転であり，いずれか１系列の負荷となる。 
※２：第 1 非常用ディーゼル発電機は単一故障時に熱負荷として考慮する。 
※３：一般負荷（機能喪失しても安全上重要な施設への影響がない負荷）は

通常運転時にのみ熱負荷として考慮する。 
 

第２表 安全冷却水系冷却塔の除熱能力 

安全冷却水系 
冷却塔 

除熱能力 
（MW/基） 

基数 
（基） 

総除熱能力 
（MW） 

Ｆ施設 26 2 52 

本体 11.6 1 11.6 

 
第３表 冷却水循環ポンプ性能 

冷却水 
循環ポンプ 

性能 
（㎥/ｈ） 

Ｆ施設 2370 

本体 1800 
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１．４．系統構成 

（１）機器・配管類 

既に設置しているＦ施設の安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ（２基）及び冷

却水循環ポンプ（３台）と本体の安全冷却水系冷却塔Ｂ（１基）及び冷却

水循環ポンプ（２台）にて構成する３系列とする。 

また，３系列の構成とするにあたりＦ施設から本体へ冷却水の供給可

能とする配管及び弁（遠隔手動弁）をＡ系及びＢ系に新規設置する。 

なお，既に設置している本体の安全冷却水系冷却塔Ａの系列の一部は，

外部からの衝撃（竜巻及び航空機落下）による損傷を防止する設計としな

いことから安全上重要な施設以外とする。 

安全上重要な施設とのバウンダリ及びＦ施設からの移送時の系統構成

として既に設置している本体の冷却水循環ポンプ入口側の弁（手動弁）に

加え，本体の安全冷却水系冷却塔Ａの出口側に弁（手動弁）を新規設置し，

当該弁から安全冷却水系冷却塔Ａ及び冷却水循環ポンプを含む範囲を安全上

重要な施設以外とする。 

 

第３表に安全冷却水系の変更前後の系統の機器構成を示し，第１図に

変更後の系統構成を示す。 
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第３表 安全冷却水系の系統の機器構成の変更概要 

区分 変更前 変更後 

安全上

重要な

施設 

安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設用） 

 

 

安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

２基（１基/系列） 

冷却水循環ポンプ（※1） 

３台（１台/系列） 

（１台予備） 

 

安全冷却水系（再処理施設用） 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

に設置 

安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

２基（１基/系列） 

（１０ベイ・２０台）） 

冷却水循環ポンプ（※1） 

３台（１台/系列） 

（１台予備） 

 

再処理設備本体に設置 

安全冷却水系冷却塔Ｂ 

１基（１基/系列） 

（９ベイ・１８台） 

冷却水循環ポンプ（※2） 

２台（１台/系列） 

安全冷却水系ポンプ  46台 

 

安全冷却水系(再処理設備本体用) 

安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

２基（１基/系列） 

冷却水循環ポンプ（※2） 

４台（２台/系列） 

安全冷却水系ポンプ 46 台 

 

安全上

重要な

施設以

外 
－ 

再処理設備本体に設置 

安全冷却水系冷却塔Ａ 

１基（１基/系列） 

（９ベイ・１８台） 

冷却水循環ポンプ（※2） 

２台（１台/系列） 

※1：安全冷却水系冷却塔Ｂ基礎に設置 

※2：前処理建屋内に設置 

 

変更点を   で示す。 
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本体設置

安全冷却水系冷却塔B
P

P

中間熱交換器

その他の負荷

F施設設置

安全冷却水系冷却塔B

P

P

プール水冷却系熱交換器

第1非常用ディーゼル

発電機

非常用冷凍機

一般負荷

本体設置

安全冷却水系冷却塔A
P

P

中間熱交換器

その他の負荷

F施設設置

安全冷却水系冷却塔A

P

P

プール水冷却系熱交換器

第1非常用ディーゼル

発電機

非常用冷凍機

一般負荷

※１　　同一機器の共通予備機を示す。

※２　　既設配管・弁は、撤去することとし、新規の配管・弁を設置する。

MM

MM

MM

MM

：新規設置範囲

※２

※２

※２

※２

安全冷却水系冷却水循環ポンプA

安全冷却水系冷却水循環ポンプC　※１

安全冷却水系冷却水循環ポンプB

安全冷却水系冷却水循環ポンプC　※１

冷却水循環ポンプB1

冷却水循環ポンプB2

冷却水循環ポンプA1

冷却水循環ポンプA2

MM

：遠隔手動弁 ：手動弁

※３

※３

※３

※３

※４

※４

※４

※４

※３

：自動弁又は手動弁

※４

：安全上重要な施設以外の範囲

屋外 屋内

：竜巻防護

 

第１図 変更後の安全冷却水系系統構成概要図 
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（２）計測制御設備及び電気設備 

Ｆ施設及び本体の安全冷却水系については、これまでと同様、Ｆ施設

の制御室及び中央制御室にて各々監視，制御を実施する。 

今回の変更により遠隔手動弁を設置することから、その操作はＦ施設

の制御室にて実施するために非常母線Ａ，Ｂ系に接続しているＦ施設の計

測制御設備の安全系制御盤Ａ，Ｂ及び安全系監視制御盤Ａ，Ｂにて操作す

る機能を追加する。 

遠隔手動弁の駆動電源についても同様、非常用母線Ａ，Ｂに接続して

いるモーターコントロールセンターＡ，Ｂ（ＦＡ－ＭＣＣ－Ａ，Ｂ）から

給電するよう追加する。 

 

Ｆ施設の計測制御設備及び電気設備の構成の概要を第２図に示す。 
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第２図 遠隔手動弁を追加する計測制御設備及び電気設備の概要図 
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２．運用方法の変更 

（１）通常時 

安全冷却水系のうち，Ｆ施設に設置する安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂは

Ｆ施設及び本体の崩壊熱を除去するための冷却水を供給し，本体に設置す

る安全冷却水系冷却塔Ｂは本体の崩壊熱を除去するための冷却水を供給す

る。 

通常時の安全機能を維持する系統構成を第３図に示す。 

 

（２）故障及び点検・保守時を想定した場合の運用 

安全冷却水系の動的機器の単一故障及び保全を想定した場合における

運転方法，必要な設備，安全機能への影響について網羅的に評価を行った。

その結果，動的機器の単一故障については追加設備の必要がなく，安全機

能への影響がないことを確認した。 

運転方法の変更（運転切替）及び設備変更が必要な場合について以下

に示す。 

また，動的機器の単一故障を考慮した詳細を補足説明資料１に示す。 

① Ｆ施設に設置する安全冷却水系冷却塔Ａの機能喪失時 

ａ．運転切替方法（第４図参照） 

Ｆ施設に設置する安全冷却水系冷却塔Ａを停止する。 

ｂ．運転切替時に必要な設備の変更内容 

変更が必要な設備はない。 

ｃ．運転切替に伴う影響評価 

Ｆ施設に設置する安全冷却水系冷却塔Ｂ及び本体に設置する安全冷却

水系冷却塔Ｂで各系列に安全冷却水を供給する。 

Ｆ施設に設置する安全冷却水系は，１系列で除熱能力１００％を２系



1-10 

列有しており，Ｂ系列で運転することにより安全機能への影響はない。 

 

② Ｆ施設に設置する安全冷却水系冷却塔Ｂの機能喪失時（前項と同様の考

え方） 

Ｆ施設に設置する安全冷却水系冷却塔Ａ及び本体に設置する安全冷却

水系冷却塔Ｂで各系列に安全冷却水を供給する。Ｆ施設に設置する安全冷

却水系冷却塔Ｂを停止し，Ａ系列で運転することにより安全機能への影響

はない。（第５図参照） 

 

③ 本体に設置する安全冷却水系冷却塔Ｂの機能喪失時 

ａ．運転切替方法（第６図参照） 

本体に設置する安全冷却水系冷却塔Ｂ及び冷却水循環ポンプを停止し，

手動の隔離弁を閉とする。Ｆ施設に設置する安全冷却水系冷却塔Ｂと本体

に設置する安全冷却水系Ｂ系列を接続して遠隔手動弁を開とすることによ

り安全冷却水を本体に設置する安全冷却水系Ｂ系列へ供給する。 

ｂ．運転切替時に必要な設備の変更内容 

Ｆ施設に設置する安全冷却水系冷却塔Ｂと本体に設置する安全冷却水

系Ｂ系列を接続して安全冷却水を供給することによりその安全機能を確保

するため，Ｂ系列に安全冷却水配管を設置（２ライン追加設置） 

本体に設置する安全冷却水系冷却塔Ｂ及び冷却水循環ポンプの経路を

隔離するため，安全上重要な施設として手動隔離弁を１基追加設置（1 基

設置済弁を使用） 

Ｆ施設に設置する安全冷却水系冷却塔Ｂからの安全冷却水の供給を速

やかに実施する必要があるため，追加設置した２ラインへ安全上重要な施

設として遠隔手動弁を設置（各１基／ライン：合計２基追加設置） 
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上記遠隔手動弁に対する電気設備及び計測制御設備を安全上重要な施

設として追加設置 

安全冷却水系冷却塔Ｂの故障時における対応フローを下記に示す。 

また，切替え手順の詳細を補足説明資料２に示す。 

本体の安全冷却水冷却塔Ｂに係る警報

Ｆ施設制御室へ連絡

現場確認

運転停止・隔離操作

本体のＢ系へ冷却水供給

冷却水切替完了

運転停止・隔離操作

本体 Ｆ施設

 

安全冷却水系冷却塔Ｂ故障時の対応フロー 

 

ｃ．運転切替に伴う影響評価 

Ｆ施設に設置する安全冷却水系冷却塔ＡからＦ施設へ安全冷却水を供
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給する。本体に設置している安全冷却水系冷却塔Ｂは１８台あるファンの

内，ファン１台の機能喪失を想定した場合，崩壊熱を除去する冷却水を冷

却する機能が低下した状態であることから，Ｆ施設に設置する安全冷却水

系冷却塔Ｂから本体に設置するＢ系列に安全冷却水を移送する際，約１時

間の切替え手順を考慮しても安全機能への影響はない。 

 

④ 本体に設置する安全冷却水系Ｂ系列の点検・保守時 

本体に設置する安全冷却水系Ｂ系列の点検・保守に合わせて非常用Ｂ

母線の点検を実施し，本体Ｂ系列が使用できない状態となる場合を想定す

る。 

ａ．運転切替方法（第７図参照） 

点検・保守開始前に，本体に設置する安全冷却水系冷却塔Ａ及び冷却

水循環ポンプを停止し，手動弁を閉とする。Ｆ施設に設置する安全冷却水

系Ａ系列と本体に設置する安全冷却水系Ａ系列を接続して遠隔手動弁を開

とすることにより安全冷却水を本体に設置する安全冷却水系Ａ系列へ供給

する。 

ｂ．運転切替時に必要な設備の変更内容 

Ｆ施設に設置する安全冷却水系Ａ系列と本体に設置する安全冷却水系

Ａ系列を接続して安全冷却水を供給することによりその安全機能が確保す

るため，Ａ系列に安全冷却水配管を設置（２ライン追加設置） 

本体に設置する安全冷却水系冷却塔Ａ及び冷却水循環ポンプの経路を

隔離するため，安全上重要な施設として手動弁を１基追加設置（1 基設置

済弁を使用） 

Ｆ施設に設置する安全冷却水系Ａ系列からの安全冷却水の供給を実施

する必要があるため，追加設置した２ラインへ安全上重要な施設として遠
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隔手動式を設置（各１基／ライン：合計２基追加設置） 

上記遠隔手動式に対する電気設備及び計測制御設備を安全上重要な施

設として追加設置 

ｃ．運転切替に伴う影響評価 

点検・保守時は，Ｆ施設に設置する安全冷却水系Ｂ系列からＦ施設へ

安全冷却水を供給する。Ｆ施設に設置する安全冷却水系Ａ系列から本体に

設置する安全冷却水系Ａ系列へ安全冷却水を供給する。 
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本体設置

安全冷却水系冷却塔B
P

P

中間熱交換器

その他の負荷
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安全冷却水系冷却塔B

P

P

プール水冷却系熱交換器
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安全冷却水系冷却塔A

P

P

プール水冷却系熱交換器

第1非常用ディーゼル

発電機

非常用冷凍機

一般負荷

※１　　同一機器の共通予備機を示す。

※２　　既設配管・弁は、撤去することとし、新規の配管・弁を設置する。

MM

MM

MM
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：新規設置範囲

※２

※２

※２

※２

安全冷却水系冷却水循環ポンプA

安全冷却水系冷却水循環ポンプC　※１

安全冷却水系冷却水循環ポンプB
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※３

※３

※３

※４
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※４

※４

※３

：自動弁又は手動弁

※４

：安全上重要な施設以外の範囲

屋外 屋内

：竜巻防護

 

第３図 通常運転時の系統概要図 
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冷却水循環ポンプA2

MM

：遠隔手動弁 ：手動弁
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※３
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※３

：自動弁又は手動弁

※４
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×

× ：故障 ：竜巻防護

 

第４図Ｆ施設に設置する安全冷却水系冷却塔Ａの故障時 
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※１　　同一機器の共通予備機を示す。

※２　　既設配管・弁は、撤去することとし、新規の配管・弁を設置する。
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：新規設置範囲
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※２

安全冷却水系冷却水循環ポンプA
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第５図 Ｆ施設に設置する安全冷却水系冷却塔Ｂの故障時 
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第６図 本体に設置する安全冷却水系冷却塔Ｂの故障時 
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※２

※２

※２

安全冷却水系冷却水循環ポンプA

安全冷却水系冷却水循環ポンプC　※１
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第７図 本体に設置する安全冷却水系冷却塔Ｂ系の点検時 
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２．変更に伴う設計方針 

本変更に伴う設計方針を以下に示す。 

（１）  冷却水設備は，各施設で発生する熱を除去できる設計とする。

（変更なし） 

（２）  安全冷却水系（再処理設備本体に設置する安全冷却水系冷却塔Ａ及び

冷却塔隔離弁までの配管並びに冷却水循環ポンプを除く）は，冷却水に

よってその安全機能が維持される再処理施設の安全上重要な施設へ

冷却水を供給できる設計とする。 

（３）  冷却水設備は，放射性物質を含む流体が環境に流出しない設計と

する。（変更なし） 

（４）  安全冷却水系（再処理設備本体に設置する安全冷却水系冷却塔Ａ及び

冷却塔隔離弁までの配管並びに冷却水循環ポンプを除く）は，それらを

構成する動的機器の単一故障を仮定しても，その安全機能が確保で

きる設計とする。 

（５）  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に設置する安全冷却水系は，

安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ及び冷却水循環ポンプのうち，１系列の

安全冷却水冷却塔及び冷却水循環ポンプの機能喪失を仮定しても，

その安全機能が確保できる設計とする。再処理設備本体に設置する

安全冷却水系は，安全冷却水系冷却塔Ｂ及び冷却水循環ポンプの機

能喪失を仮定しても，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に設置

する安全冷却水系（安全冷却水系冷却塔Ｂ）と接続し，その安全機能

が確保できる設計とする。 

（６）  安全冷却水系（再処理設備本体に設置する安全冷却水系冷却塔Ａ及び

冷却塔隔離弁までの配管並びに冷却水循環ポンプを除く）は，非常用所

内電源系統に接続し，外部電源が喪失した場合でも，その安全機能
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を確保できる設計とする。 

（７）  安全冷却水系（再処理設備本体に設置する安全冷却水系冷却塔Ａ及び

冷却塔隔離弁までの配管並びに冷却水循環ポンプを除く）は，定期的な

試験及び検査ができる設計とする。 

（８）  再処理設備本体に設置する安全冷却水系（再処理設備本体に設置す

る安全冷却水系冷却塔Ａ及び冷却塔隔離弁までの配管並びに冷却水循環

ポンプを除く）は，点検・保守ができるよう使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設に設置する安全冷却水系（安全冷却水系冷却塔Ａ）

と接続し，その安全機能が確保できる設計とする。 

（９） 冷却水設備の屋外機器は，必要に応じて凍結を防止できる設計とす

る。（変更なし） 

（１０） 冷却水設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備は，

再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。（変更

なし） 
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３．再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則への影響 

本変更による再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則へ

の適合性への影響について確認した。 

本変更により影響を受けると考える条文は，「第五条火災等による損

傷の防止」，「第六条安全機能を有する施設の地盤」，「第七条地震によ

る損傷の防止」，「第九条外部からの衝撃による損傷の防止」，「第十一

条溢水による損傷の防止」，「第十二条化学薬品の漏えいによる損傷の防

止」，，｢第十三条誤操作の防止｣，「第十五条安全機能を有する施設」，

「第十六条運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止」，

「第十七条使用済燃料の貯蔵施設等」，「第十八条計測制御系統施設」，

「第二十条制御室等」，｢第二十五条保安電源設備｣であり，設計方針等へ

の影響を確認した結果，規則要求を満たしていると判断した。 

また，上記以外の条文は，本変更による影響を受ける規則要求はない

と判断した。 

本変更による各条文への影響の確認結果の詳細を第２表に示す。 
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第２表 本変更に伴う再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則への影響について 

 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 規則適合性 

（核燃料物質の臨界防止） 

第二条 安全機能を有する施設は、核燃料物質が臨界に達

するおそれがないようにするため、核的に安全な形状寸

法にすることその他の適切な措置を講じたものでなけれ

ばならない。 

２ 再処理施設には、臨界警報設備その他の臨界事故を防

止するために必要な設備を設けなければならない。 

 

本変更の影響を受ける規則要求はない。 

（遮蔽等） 

第三条 安全機能を有する施設は、運転時及び停止時にお

いて再処理施設からの直接線及びスカイシャイン線によ

る工場等周辺の線量が十分に低減できるよう、遮蔽その

他適切な措置を講じたものでなければならない。 

２ 安全機能を有する施設は、工場等内における放射線障

害を防止する必要がある場合には、次に掲げるものでな

ければならない。 

一 管理区域その他工場等内の人が立ち入る場所におけ

る線量を低減できるよう、遮蔽その他適切な措置を講

じたものとすること。 

二 放射線業務従事者が運転時の異常な過渡変化時及び

設計基準事故時において、迅速な対応をするために必

要な操作ができるものとすること。 

本変更の影響を受ける規則要求はない。 
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 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 規則適合性 

（閉じ込めの機能） 

第四条 安全機能を有する施設は、放射性物質を限定され

た区域に適切に閉じ込めることができるものでなければ

ならない。 

本変更の影響を受ける規則要求はない。 

（火災等による損傷の防止） 

第五条 安全機能を有する施設は、火災又は爆発により再

処理施設の安全性が損なわれないよう、火災及び爆発の

発生を防止することができ、かつ、消火を行う設備（以

下「消火設備」といい、安全機能を有する施設に属する

ものに限る。）及び早期に火災発生を感知する設備（以下

「火災感知設備」という。）並びに火災及び爆発の影響を

軽減する機能を有するものでなければならない。 

２ 消火設備（安全機能を有する施設に属するものに限

る。）は、破損、誤作動又は誤操作が起きた場合において

も安全上重要な施設の安全機能を損なわないものでなけ

ればならない。 

本変更に伴い設置する遠隔式の切替弁及び関連設備（電気

設備及び計測制御設備）は，安全上重要な設備であり，火

災等による損傷の防止の防護設計を行う。 

変更しない安全上重要な施設の安全冷却水系の防護設計は

変わらない。 

 

 

（安全機能を有する施設の地盤） 

第六条 安全機能を有する施設は、次条第二項の規定によ

り算定する地震力（安全機能を有する施設のうち、地震

の発生によって生ずるおそれがあるその安全機能の喪失

に起因する放射線による公衆への影響の程度が特に大き

いもの（以下「耐震重要施設」という。）にあっては、同

条第三項に規定する基準地震動による地震力を含む。）が

作用した場合においても当該安全機能を有する施設を十

本変更に伴い設置する配管，隔離弁，遠隔式の切替弁及び

関連設備（電気設備及び計測制御設備）は，安全上重要な

設備であり，安全機能が損なわれないよう設置場所の地盤

を考慮して耐震設計を行う。 

変更しない安全上重要な施設の安全冷却水系の耐震設計は

変わらない。 
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 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 規則適合性 

分に支持することができる地盤に設けなければならな

い。 

２ 耐震重要施設は、変形した場合においてもその安全機

能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならな

い。 

３ 耐震重要施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設

けなければならない。 

（つづき） 

（地震による損傷の防止） 

第七条 安全機能を有する施設は、地震力に十分に耐える

ことができるものでなければならない。 

２ 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれが

ある安全機能を有する施設の安全機能の喪失に起因する

放射線による公衆への影響の程度に応じて算定しなけれ

ばならない。 

３ 耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大

きな影響を及ぼすおそれがある地震による加速度によっ

て作用する地震力（以下「基準地震動による地震力」と

いう。）に対して安全機能が損なわれるおそれがないもの

でなければならない。 

４ 耐震重要施設は、前項の地震の発生によって生ずるお

それがある斜面の崩壊に対して安全機能が損なわれるお

それがないものでなければならない。 

本変更に伴い設置する配管，隔離弁，遠隔式の切替弁及び

関連設備（電気設備及び計測制御設備）は，安全上重要な

設備であり，安全機能が損なわれないよう耐震設計を行

う。 

変更しない安全上重要な施設の安全冷却水系の耐震設計は

変わらない。 
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（津波による損傷の防止） 

第八条 安全機能を有する施設は、その供用中に当該安全

機能を有する施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津

波（以下「基準津波」という。）に対して安全機能が損な

われるおそれがないものでなければならない。 

本変更の影響を受ける規則要求はない。 

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第九条 安全機能を有する施設は、想定される自然現象

（地震及び津波を除く。次項において同じ。）が発生した

場合においても安全機能を損なわないものでなければな

らない。 

２ 安全上重要な施設は、当該安全上重要な施設に大きな

影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により

当該安全上重要な施設に作用する衝撃及び設計基準事故

時に生ずる応力を適切に考慮したものでなければならな

い。 

３ 安全機能を有する施設は、工場等内又はその周辺にお

いて想定される再処理施設の安全性を損なわせる原因と

なるおそれがある事象であって人為によるもの（故意に

よるものを除く。）に対して安全機能を損なわないもので

なければならない。 

 

 

本変更に伴い設置する配管，隔離弁，遠隔式の切替弁及び

関連設備（電気設備及び計測制御設備）は，安全上重要な

設備であり，安全機能が損なわれないよう防護設計を行

う。 

変更しない安全上重要な施設の安全冷却水系の防護設計は

変わらない。 

 

 

 

 



3-6 

 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 規則適合性 

（再処理施設への人の不法な侵入等の防止） 

第十条 工場等には、再処理施設への人の不法な侵入、再

処理施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他

人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある

物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為（不正ア

クセス行為の禁止等に関する法律（平成十一年法律第百

二十八号）第二条第四項に規定する不正アクセス行為を

いう。）を防止するための設備を設けなければならない。 

本変更の影響を受ける規則要求はない。 

（溢水による損傷の防止） 

第十一条 安全機能を有する施設は、再処理施設内におけ

る溢水が発生した場合においても安全機能を損なわない

ものでなければならない。 

本変更に伴い設置する遠隔式の切替弁及び関連設備（電気

設備及び計測制御設備）は，安全上重要な設備であり，溢

水による損傷の防止の防護設計を行う。 

変更しない安全上重要な施設の安全冷却水系の防護設計は

変わらない。 

 

 

（化学薬品の漏えいによる損傷の防止） 

第十二条 安全機能を有する施設は、再処理施設内におけ

る化学薬品の漏えいが発生した場合においても安全機能

を損なわないものでなければならない。 

本変更に伴い設置する遠隔式の切替弁及び関連設備（電気

設備及び計測制御設備）は，安全上重要な設備であり，化

学薬品の漏えいによる損傷の防止の防護設計を行う。 

変更しない安全上重要な施設の安全冷却水系の防護設計は

変わらない。 

 

 

（誤操作の防止） 

第十三条 安全機能を有する施設は、誤操作を防止するた

本変更に伴い設置する隔離弁，遠隔式の切替弁及び関連設

備（電気設備及び計測制御設備）は，安全上重要な設備で
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めの措置を講じたものでなければならない。 

２ 安全上重要な施設は、容易に操作することができるも

のでなければならない。 

あり，容易に操作できる設計とする。 

変更しない箇所については，誤操作防止に係る基本方針は

変更しない。 

（安全避難通路等） 

第十四条 再処理施設には、次に掲げる設備を設けなけれ

ばならない。 

一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容

易に識別できる安全避難通路 

二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損な

わない避難用の照明 

三 設計基準事故が発生した場合に用いる照明（前号の

避難用の照明を除く。）及びその専用の電源 

本変更の影響を受ける規則要求はない。 

（安全機能を有する施設） 

第十五条 安全機能を有する施設は、その安全機能の重要

度に応じて、その機能が確保されたものでなければなら

ない。 

２ 安全上重要な施設は、機械又は器具の単一故障（単一

の原因によって一つの機械又は器具が所定の安全機能を

失うこと（従属要因による多重故障を含む。）をいう。以

下同じ。）が発生した場合においてもその機能を損なわな

いものでなければならない。 

３ 安全機能を有する施設は、設計基準事故時及び設計基

準事故に至るまでの間に想定される全ての環境条件にお

いて、その安全機能を発揮することができるものでなけ

（安全機能を有する施設） 

本変更に伴い設置する配管，隔離弁，遠隔式の切替弁及び

関連設備（電気設備及び計測制御設備）は，安全上重要な

設備であり，安全機能を確保する設計とする。 

動的機器の単一故障が発生した場合，負荷を低減すること

により安全機能を損なわないものとする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に設置する安全冷却

水系を再処理設備本体に設置する安全冷却水系と接続する

ことにより，保守及び修理ができるものとする。 
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ればならない。 

４ 安全機能を有する施設は、その健全性及び能力を確認

するため、その安全機能の重要度に応じ、再処理施設の

運転中又は停止中に検査又は試験ができるものでなけれ

ばならない。 

５ 安全機能を有する施設は、その安全機能を健全に維持

するための適切な保守及び修理ができるものでなければ

ならない。 

６ 安全機能を有する施設は、ポンプその他の機器又は配

管の損壊に伴う飛散物により、その安全機能を損なわな

いものでなければならない。 

７ 安全機能を有する施設は、二以上の原子力施設と共用

する場合には、再処理施設の安全性を損なわないもので

なければならない。 

 

 

 

 

（内部飛散物） 

本変更に伴い設置する配管，隔離弁，遠隔式の切替弁及び

関連設備（電気設備及び計測制御設備）は，安全上重要な

設備であり，内部発生飛散物による損傷の防止の防護設計

を行う。 

変更しない箇所については，安全上重要な施設の安全冷却

水系の防護設計は変更しない。 

 

（共用） 

本変更の影響を受ける規則要求はない。 

（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防

止） 

第十六条 安全機能を有する施設は、次に掲げる要件を満

たすものでなければならない。 

一 運転時の異常な過渡変化時において、パラメータを

安全設計上許容される範囲内に維持できるものである

こと。 

二 設計基準事故時において、工場等周辺の公衆に放射

線障害を及ぼさないものであること。 

 

本変更に伴い設置する配管，隔離弁，遠隔式の切替弁及び

関連設備（電気設備及び計測制御設備）により安全上重要

な施設の安全冷却水系の運転時の異常な過渡変化及び設計

基準事故の選定結果は変わらない設計とする。 

変更しない箇所についても，安全上重要な施設の安全冷却

水系の運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の選定結

果は変更しない。 
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（使用済燃料の貯蔵施設等） 

第十七条 再処理施設には、次に掲げるところにより、使

用済燃料の受入施設（安全機能を有する施設に属するも

のに限る。）及び貯蔵施設（安全機能を有する施設に属す

るものに限る。）を設けなければならない。 

一 使用済燃料を受け入れ、又は貯蔵するために必要な

容量を有するものとすること。 

二 冷却のための適切な措置が講じられているものであ

ること。 

２ 再処理施設には、次に掲げるところにより、製品貯蔵

施設（安全機能を有する施設に属するものに限る。）を設

けなければならない。 

一 製品を貯蔵するために必要な容量を有するものとす

ること。 

二 冷却のための適切な措置が講じられているものであ

ること。 

安全上重要な施設の安全冷却水系が，再処理施設の崩壊熱

を適切に除去できることは変わらない。 

 

 

 

（計測制御系統施設） 

第十八条 再処理施設には、次に掲げるところにより、計

測制御系統施設を設けなければならない。 

一 安全機能を有する施設の健全性を確保するために監視

することが必要なパラメータは、運転時、停止時及び運

転時の異常な過渡変化時においても想定される範囲内に

制御できるものとすること。 

二 前号のパラメータは、運転時、停止時及び運転時の異

本変更に伴い設置する遠隔式の切替弁の計測制御設備は，

安全上重要な設備であり，切替時に適切に制御できる設計

を行う。 

変更しない安全上重要な施設の安全冷却水系の計測制御設

備の設計は変わらない。 
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常な過渡変化時においても想定される範囲内で監視でき

るものとすること。 

三 設計基準事故が発生した場合の状況を把握し、及び対

策を講じるために必要なパラメータは、設計基準事故時

に想定される環境下において、十分な測定範囲及び期間

にわたり監視できるものとすること。 

四 前号のパラメータは、設計基準事故時においても確実

に記録され、及び当該記録が保存されるものとするこ

と。 

（つづき） 

 

 

 

 

 

（安全保護回路） 

第十九条 再処理施設には、次に掲げるところにより、安

全保護回路（安全機能を有する施設に属するものに限

る。以下この条において同じ。）を設けなければならな

い。 

一 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発生し

た場合において、これらの異常な状態を検知し、これ

らの核的、熱的及び化学的制限値を超えないようにす

るための設備の作動を速やかに、かつ、自動的に開始

させるものとすること。 

二 火災、爆発その他の再処理施設の安全性を著しく損

なうおそれが生じたときに、これらを抑制し、又は防

止するための設備（前号に規定するものを除く。）の作

動を速やかに、かつ、自動的に開始させるものとする

こと。 

本変更の影響を受ける規則要求はない。 
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三 計測制御系統施設の一部を安全保護回路と共用する

場合であって、単一故障が生じた場合においても当該

安全保護回路の安全保護機能が失われないものとする

こと。 

（つづき） 

 

 

（制御室等） 

第二十条 再処理施設には、次に掲げるところにより、制

御室（安全機能を有する施設に属するものに限る。以下

この条において同じ。）を設けなければならない。 

一 再処理施設の健全性を確保するために必要なパラメ

ータを監視できるものとすること。 

二 主要な警報装置及び計測制御系統設備を有するもの

とすること。 

三 再処理施設の外の状況を把握する設備を有するもの

とすること。 

２ 分離施設、精製施設その他必要な施設には、再処理施

設の健全性を確保するために必要なパラメータを監視す

るための設備及び再処理施設の安全性を確保するために

必要な操作を手動により行うことができる設備を設けな

ければならない。 

３ 設計基準事故が発生した場合に再処理施設の安全性を

確保するための措置をとるため、従事者が支障なく制御

室に入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措置をと

るための操作を行うことができるよう、次の各号に掲げ

る場所の区分に応じ、当該各号に定める設備を設けなけ

本変更に伴い設置する遠隔式の切替弁の計測制御設備は，

安全上重要な設備であり，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室から切替できる設計を行う。 

変更しない箇所については，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室または，中央制御室において必要なパラ

メータを監視することは変わらない。 
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ればならない。 

一 制御室及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍 

工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装

置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に制

御室において自動的に警報するための装置 

二 制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他

の従事者が制御室に出入りするための区域 遮蔽壁そ

の他の適切に放射線から防護するための設備、気体状

の放射性物質及び制御室外の火災又は爆発により発生

する有毒ガスに対し換気設備を隔離するための設備そ

の他の従事者を適切に防護するための設備 

（つづき） 

（廃棄施設） 

第二十一条 再処理施設には、運転時において、周辺監視

区域の外の空気中の放射性物質の濃度及び液体状の放射

性物質の海洋放出に起因する線量を十分に低減できるよ

う、再処理施設において発生する放射性廃棄物を処理す

る能力を有する放射性廃棄物の廃棄施設（安全機能を有

する施設に属するものに限り、放射性廃棄物を保管廃棄

する施設を除く。）を設けなければならない。 

本変更の影響を受ける規則要求はない。 
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（保管廃棄施設） 

第二十二条 再処理施設には、次に掲げるところにより、

放射性廃棄物の保管廃棄施設（安全機能を有する施設に

属するものに限る。）を設けなければならない。 

一 放射性廃棄物を保管廃棄するために必要な容量を有

するものとすること。 

二 冷却のための適切な措置が講じられているものであ

ること。 

本変更の影響を受ける規則要求はない。 

（放射線管理施設） 

第二十三条 工場等には、放射線から放射線業務従事者を

防護するため、放射線管理施設を設けなければならな

い。 

２ 放射線管理施設には、放射線管理に必要な情報を制御

室その他当該情報を伝達する必要がある場所に表示でき

る設備（安全機能を有する施設に属するものに限る。）を

設けなければならない。 

本変更の影響を受ける規則要求はない。 

（監視設備） 

第二十四条 再処理施設には、運転時、停止時、運転時の

異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、当該再

処理施設及びその境界付近における放射性物質の濃度及

び線量を監視し、及び測定し、並びに設計基準事故時に

おける迅速な対応のために必要な情報を制御室その他当

該情報を伝達する必要がある場所に表示できる設備（安

本変更の影響を受ける規則要求はない。 
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 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 規則適合性 

全機能を有する施設に属するものに限る。）を設けなけれ

ばならない。 

（つづき） 

（保安電源設備） 

第二十五条 再処理施設は、安全上重要な施設がその機能

を維持するために必要となる電力を当該安全上重要な施

設に供給するため、電力系統に連系したものでなければ

ならない。 

２ 再処理施設には、非常用電源設備（安全機能を有する

施設に属するものに限る。以下この条において同じ。）を

設けなければならない。 

３ 保安電源設備（安全機能を有する施設へ電力を供給す

るための設備をいう。）は、電線路及び非常用電源設備か

ら安全機能を有する施設への電力の供給が停止すること

がないよう、機器の損壊、故障その他の異常を検知する

とともに、その拡大を防止するものでなければならな

い。 

４ 再処理施設に接続する電線路のうち少なくとも二回線

は、当該再処理施設において受電可能なものであり、か

つ、それにより当該再処理施設を電力系統に連系するも

のでなければならない。 

５ 非常用電源設備及びその附属設備は、多重性を確保

し、及び独立性を確保し、その系統を構成する機械又は

器具の単一故障が発生した場合であっても、運転時の異

常な過渡変化時又は設計基準事故時において安全上重要

本変更に伴い設置する遠隔式の切替弁は，安全上重要な設

備であり，非常用電源設備から電力の供給を行う設計とす

る。 

変更しない安全上重要な施設の安全冷却水系の電気設備は

変わらない。 
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再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 規則適合性 

な施設及び設計基準事故に対処するための設備がその機

能を確保するために十分な容量を有するものでなければ

ならない。 

（つづき） 

（緊急時対策所） 

第二十六条 工場等には、設計基準事故が発生した場合に

適切な措置をとるため、緊急時対策所を制御室以外の場

所に設けなければならない。 

２ 緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近

傍には、有毒ガスが発生した場合に適切な措置をとるた

め、工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装

置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時

対策所において自動的に警報するための装置その他の適切

に防護するための設備を設けなければならない。 

本変更の影響を受ける規則要求はない。 

（通信連絡設備） 

第二十七条 工場等には、設計基準事故が発生した場合に

おいて工場等内の人に対し必要な指示ができるよう、警

報装置（安全機能を有する施設に属するものに限る。）及

び多様性を確保した通信連絡設備（安全機能を有する施

設に属するものに限る。）を設けなければならない。 

２ 工場等には、設計基準事故が発生した場合において再

処理施設外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡

ができるよう、多様性を確保した専用通信回線を設けな

ければならない。 

本変更の影響を受ける規則要求はない。 
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１．概要

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設（以下，「Ｆ施設」

という。）及び再処理設備本体（以下，「本体」という。）の

崩壊熱を除去するための冷却水を供給する再処理施設用の

安全冷却水系に係る動的機器の単一故障及び系統故障を考

慮した安全機能の影響評価を説明する。

２．単一故障による影響評価結果  

（１）動的機器の単一故障ケースの選定

動的機器の単一故障ケースとして，再処理施設用の安全

冷却水系の下記に示す動的機器を対象とする。  

① Ｆ施設に設置する安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ

② Ｆ施設に設置する冷却水循環ポンプＡ，Ｂ

③ Ｆ施設に新規に設置する電動弁（２個）

④ 本体に設置する安全冷却水系冷却塔Ｂ

⑤ 本体に設置する冷却水循環ポンプＢ

（２）動的機器の単一故障の評価結果

ａ．Ｆ施設の機能維持評価結果

Ｆ施設Ａ系及びＢ系を構成する動的機器は１００％×２

系列の設計であること。また，今回追加する電動弁は閉状

態を維持することから，動的機器の単一故障を考慮した場

合においてもＦ施設の安全上重要な施設の安全機能を維持

できる。  

ｂ．本体の機能維持評価結果
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本体Ｂ系を構成する動的機器の冷却水循環ポンプにおい

ては、１００％×２台であること。また，冷却塔Ｂの故障

においては，Ｆ施設の冷却塔Ｂを用いて本体の冷却機能を

維持することから，動的機器の単一故障を考慮した場合に

おいても本体の安全上重要な施設の安全機能を維持できる。 

影響評価結果の詳細を第１表に示す。

３．結論

Ｆ施設及び本体の崩壊熱を除去するための冷却水を供給

する再処理施設用の安全冷却水系は，動的機器の単一故障

を考慮した場合においてもその機能を損なうことはない。

以  上



補 1-5 

 

第１表  単一故障における影響評価（１／３）  

ケース
単一故障の
対象機器

設置場所 系統 単一故障の対象機器 通常運転状態 故障時の状態 故障後の状態 安全機能への影響評価 結果
状態を示す

概要図

F施設 A系 冷却塔A 運転中 一部故障 停止

F施設 B系 冷却塔B 運転中 運転中 運転中

F施設 A系 冷却水循環ポンプA 運転中 運転中 停止

F施設 B系 冷却水循環ポンプB 運転中 運転中 運転中

F施設 A系 新規に設置する入口，出口電動弁（２個） 閉 閉 閉

F施設 B系 新規に設置する入口，出口電動弁（２個） 閉 閉 閉

本体 B系 冷却塔B 運転中 運転中 運転中

本体 B系 冷却水循環ポンプB1 運転中 運転中 運転中

本体 B系 冷却水循環ポンプB2 停止 停止 停止

F施設 A系 冷却塔A 運転中 運転中 運転中

F施設 B系 冷却塔B 運転中 一部故障 停止

F施設 A系 冷却水循環ポンプA 運転中 運転中 運転中

F施設 B系 冷却水循環ポンプB 運転中 運転中 停止

F施設 A系 新規に設置する入口，出口電動弁（２個） 閉 閉 閉

F施設 B系 新規に設置する入口，出口電動弁（２個） 閉 閉 閉

本体 B系 冷却塔B 運転中 運転中 運転中

本体 B系 冷却水循環ポンプB1 運転中 運転中 運転中

本体 B系 冷却水循環ポンプB2 停止 停止 停止

F施設 A系 冷却塔A 運転中 運転中 運転中*

F施設 B系 冷却塔B 運転中 運転中 運転中

F施設 A系 冷却水循環ポンプA 運転中 故障 故障

F施設 B系 冷却水循環ポンプB 運転中 運転中 運転中

F施設 A系 新規に設置する入口，出口電動弁（２個） 閉 閉 閉

F施設 B系 新規に設置する入口，出口電動弁（２個） 閉 閉 閉

本体 B系 冷却塔B 運転中 運転中 運転中

本体 B系 冷却水循環ポンプB1 運転中 運転中 運転中

本体 B系 冷却水循環ポンプB2 停止 停止 停止

F施設冷却塔A

F施設冷却塔B

F施設冷却水循環ポンプA

F施設の冷却塔Bが故障状態ではない
ため，F施設の冷却機能に影響はな
い。

F施設の冷却塔Aが故障状態ではない
ため，F施設の冷却機能に影響はな
い。

F施設のB系が故障状態でないため，
F施設の冷却機能に影響はない。

＊：予備機の冷却水循環ポンプＣを
用いるため，運転状態を継続

影響なし 第１図参照

第２図参照影響なし

影響なし 第３図参照

1

2

3

通常運転からの変化を示す項目をハッチングにて示す。  
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第１表  単一故障における影響評価（２／３）  

ケース
単一故障の
対象機器

設置場所 系統 単一故障の対象機器 通常運転状態 故障時の状態 故障後の状態 安全機能への影響評価 結果
状態を示す

概要図

F施設 A系 冷却塔A 運転中 運転中 運転中

F施設 B系 冷却塔B 運転中 運転中 運転中*

F施設 A系 冷却水循環ポンプA 運転中 運転中 運転中

F施設 B系 冷却水循環ポンプB 運転中 故障 故障

F施設 A系 新規に設置する入口，出口電動弁（２個） 閉 閉 閉

F施設 B系 新規に設置する入口，出口電動弁（２個） 閉 閉 閉

本体 B系 冷却塔B 運転中 運転中 運転中

本体 B系 冷却水循環ポンプB1 運転中 運転中 運転中

本体 B系 冷却水循環ポンプB2 停止 停止 停止

F施設 A系 冷却塔A 運転中 運転中 運転中

F施設 B系 冷却塔B 運転中 運転中 運転中

F施設 A系 冷却水循環ポンプA 運転中 運転中 運転中

F施設 B系 冷却水循環ポンプB 運転中 運転中 運転中

F施設 A系 新規に設置する入口，出口電動弁（２個） 閉 故障（閉） 故障（閉）

F施設 B系 新規に設置する入口，出口電動弁（２個） 閉 閉 閉

本体 B系 冷却塔B 運転中 運転中 運転中

本体 B系 冷却水循環ポンプB1 運転中 運転中 運転中

本体 B系 冷却水循環ポンプB2 停止 停止 停止

F施設 A系 冷却塔A 運転中 運転中 運転中

F施設 B系 冷却塔B 運転中 運転中 運転中

F施設 A系 冷却水循環ポンプA 運転中 運転中 運転中

F施設 B系 冷却水循環ポンプB 運転中 運転中 運転中

F施設 A系 新規に設置する入口，出口電動弁（２個） 閉 閉 閉

F施設 B系 新規に設置する入口，出口電動弁（２個） 閉 故障（閉） 故障（閉）

本体 B系 冷却塔B 運転中 運転中 運転中

本体 B系 冷却水循環ポンプB1 運転中 運転中 運転中

本体 B系 冷却水循環ポンプB2 停止 停止 停止

第５図参照

F施設のA系が故障状態でないため，
F施設の冷却機能に影響はない。

影響なし 第４図参照

F施設A系に新規に設置する
入口，出口電動弁（２個）

4
F施設冷却水循環ポンプB

弁が閉状態のためF施設及び本体の
冷却機能に影響はない。

影響なし

6
F施設B系に新規に設置する
入口，出口電動弁（２個）

弁が閉状態のためF施設及び本体の
冷却機能に影響はない。

影響なし 第６図参照

5

通常運転からの変化を示す項目をハッチングにて示す。  
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第１表  単一故障における影響評価（３／３）  

ケース
単一故障の
対象機器

設置場所 系統 単一故障の対象機器 通常運転状態 故障時の状態 故障後の状態 安全機能への影響評価 結果
状態を示す

概要図

F施設 A系 冷却塔A 運転中 運転中 運転中

F施設 B系 冷却塔B 運転中 運転中 運転中

F施設 A系 冷却水循環ポンプA 運転中 運転中 運転中

F施設 B系 冷却水循環ポンプB 運転中 運転中 運転中

F施設 A系 新規に設置する入口，出口電動弁（２個） 閉 閉 閉

F施設 B系 新規に設置する入口，出口電動弁（２個） 閉 閉 開

本体 B系 冷却塔B 運転中 一部故障 運転中*

本体 B系 冷却水循環ポンプB1 運転中 運転中 運転中*

本体 B系 冷却水循環ポンプB2 停止 停止 停止

F施設 A系 冷却塔A 運転中 運転中 運転中

F施設 B系 冷却塔B 運転中 運転中 運転中

F施設 A系 冷却水循環ポンプA 運転中 運転中 運転中

F施設 B系 冷却水循環ポンプB 運転中 運転中 運転中

F施設 A系 新規に設置する入口，出口電動弁（２個） 閉 閉 閉

F施設 B系 新規に設置する入口，出口電動弁（２個） 閉 閉 閉

本体 B系 冷却塔B 運転中 運転中 運転中

本体 B系 冷却水循環ポンプB1 運転中 故障 故障

本体 B系 冷却水循環ポンプB2 停止 停止 運転中

F施設 A系 冷却塔A 運転中 運転中 運転中

F施設 B系 冷却塔B 運転中 運転中 運転中

F施設 A系 冷却水循環ポンプA 運転中 運転中 運転中

F施設 B系 冷却水循環ポンプB 運転中 運転中 運転中

F施設 A系 新規に設置する入口，出口電動弁（２個） 閉 閉 閉

F施設 B系 新規に設置する入口，出口電動弁（２個） 閉 閉 閉

本体 B系 冷却塔B 運転中 運転中 運転中

本体 B系 冷却水循環ポンプB1 運転中 運転中 運転中

本体 B系 冷却水循環ポンプB2 停止 故障 停止

9 本体冷却水循環ポンプB2
本体の冷却水循環ポンプB1が故障状
態ではないため，冷却機能に影響は
ない。

影響なし 第９図参照

8 本体冷却水循環ポンプB1
本体の冷却水循環ポンプB2が故障状
態ではないため，冷却機能に影響は
ない。

影響なし 第８図参照

本体冷却塔B

F施設の冷却塔Bが故障状態ではない
ため，F施設の冷却塔Bを用いて本体
の冷却機能を維持することから，冷
却機能に影響はない。

＊：安全冷却水系冷却塔Ｂはファン
の動的機能の喪失を想定しているた
め，本体の熱負荷を低減することに
より冷却機能を維持することから，
Ｆ施設からの移送まで運転状態を継
続する。

影響なし 第７図参照7

通常運転からの変化を示す項目をハッチングにて示す。  
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第１図  Ｆ施設に設置する安全冷却水系冷却塔Ａ故障時の系統構成  
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第２図Ｆ施設に設置する安全冷却水系冷却塔Ｂ故障時の系統構成



補 1-10 

 

 

 

第３図  Ｆ施設に設置する冷却水循環ポンプＡ故障時の系統構成  
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第４図Ｆ施設に設置する冷却水循環ポンプＢ故障時の系統構成  
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第５図  Ｆ施設Ａ系に新規に設置する入口，出口電動弁故障時の系統構成  
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第６図Ｆ施設Ｂ系に新規に設置する入口，出口電動弁故障時の系統構成  
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第７図  本体に設置する安全冷却水系冷却塔Ｂ故障時の系統構成  
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第８図  本体に設置する冷却水循環ポンプＢ１故障時の系統構成  
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第９図  本体に設置する冷却水循環ポンプＢ２故障時の系統構成  
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１．概要

再処理施設用の安全冷却水系のうち，再処理設備本体（以

下，「本体」という。）に設置する安全冷却水冷却塔Ｂの冷

却機能が喪失した場合に，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設（以下，「Ｆ施設」という。）に設置する安全冷却水

系から本体に設置する安全冷却水系への冷却水の切替手順

を説明する。  

２．本体の安全冷却水冷却塔Ｂの機能喪失に伴う警報

①安全冷却水冷却塔Ｂ出口温度高を示す警報

②安全冷却水Ｂ流量低を示す警報

③安全冷却水冷却塔Ｂ冷却ファン電気故障を示す警報

３．本体の安全冷却水冷却塔Ｂの機能喪失によるＦ施設から本

体への冷却水切替手順

ａ．本体側作業  

①上記３．に記載の警報が発報したことを確認し，冷却

水の供給に係る対応を開始する。警報は中央制御室に

のみ発報するため，Ｆ施設制御室へ冷却水供給対応を

依頼する。（制御室）

②手順書の用意，作業前ミーティングを実施し，現場へ

移動する。（制御室）

③制御建屋換気設備用冷凍機を停止する。（制御室）

④計器故障等の誤動作による警報発報ではないことを



補 2-2 

確認し，本体制御室へ連絡する。（現場）

⑤本体現場での確認で安全冷却水 冷却塔Ｂ機能喪失し

たことの連絡を受ける。（制御室）

⑥Ｆ施設制御室へ故障である旨，連絡する。（制御室）

⑦本体の冷却水循環ポンプ停止操作を実施する。（制御

室）

⑧本体の冷却水循環ポンプ停止後，安全冷却水冷却塔Ｂ

の隔離操作を実施する。（現場）

⑨本体制御室へ操作が終了したことを連絡する。（現場） 

⑩本体側の操作が終了したことをＦ施設へ連絡する。

（制御室）

⑪Ｆ施設制御室より，冷却水供給完了の連絡を受ける。

（制御室）  

ｂ．Ｆ施設側作業

①本体制御室より，冷却水供給対応依頼の連絡を受け，

手順書の用意，作業前ミーティングを実施し，現場へ

移動する。（制御室）

②Ｆ施設制御室の監視制御盤より，一般負荷の停止操作

を実施する。（制御室）

③一般負荷停止後，制御室隣接室に設置している一般負

荷への冷却水供給弁を閉操作する。（制御室）

④一般負荷の停止操作を実施する。Ｆ施設制御室へ一般

負荷を停止したことを連絡する。（現場）

⑤熱交換器入口弁設置部屋へ移動する。（現場）
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⑥Ｆ施設現場より，一般負荷の停止連絡後，一般負荷へ

の冷却水供給を停止する。（制御室）

⑦本体制御室より，本体の安全冷却水冷却塔Ｂの機能喪

失したことの連絡を受け，現場へ連絡する。（制御室）

⑧Ｆ施設制御室より，本体の安全冷却水冷却塔Ｂの機能

喪失したことの連絡を受ける。（現場）

⑨熱交換器入口弁を全開から１０％開操作を実施する。

Ｆ施設制御室へ開度調整したことを連絡する。（現場） 

⑩本体側の操作およびＦ施設現場より，供給準備が完了

したことの連絡を以って，遠隔手動弁を開操作する。

（制御室）

⑪遠隔手動弁の開操作終了後，Ｆ施設現場側へ連絡する。

（制御室）

⑫Ｆ施設制御室からの連絡後，熱交換器入口弁を閉操作

する。（現場）

⑬Ｆ施設制御室へ閉操作終了の連絡を実施する。（現場） 

⑭本体制御室へ冷却水供給完了の連絡を実施する。（制

御室）

冷却水供給に係るタイムチャートの詳細を第１表に示す。 

４．結論

本体の安全冷却水冷却塔Ｂの機能喪失に伴う警報発報か

らＦ施設から本体への冷却水切替操作に１時間で対応する

ことが可能である。  
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第１表 冷却水供給に係るタイムチャート

0:00 0:05 0:10 0:15 0:20 0:25 0:30 0:35 0:40 0:45 0:50 0:55 1:00 1:05 1:10 1:15 1:20

トピックス
警報発報 作業開始 故障判断 冷却水供給開始 作業終了

本体制御室側（当直長、当直員2名）

警報確認・情報伝達・作業前準備

制御建屋換気設備用冷凍機停止（安全系監視制御盤）

情報伝達

冷却水循環ポンプ停止(安全系監視制御盤)

本体現場側（当直員2名）

作業前準備

現場移動・確認

安全冷却水冷却塔Ｂの隔離

Ｆ施設制御室側（当直長、当直員1名）

情報伝達・作業前準備

一般負荷の停止（監視制御盤）

情報伝達

一般負荷の隔離（安全系監視制御盤）

一般負荷の隔離（現場）

冷却水供給操作（安全系監視制御盤）

Ｆ施設現場側（当直員2名）

作業前準備

現場移動・一般負荷の停止

情報伝達

現場移動・熱交換器入口弁開度調整

熱交換器の隔離

項目
時間

移動時間

移動時間

移動時間
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１．概要

再処理施設用の安全冷却水系のうち，再処理設備本体（ 以

下，「本体」という。）に設置する安全冷却水 冷却塔Ｂのフ

ァン１台が機能喪失した場 合に，冷却塔の過負 荷を避け本

体の崩壊熱除去機能を維持 するため，安全機能 へ影響が無

い制御建屋換気設備用冷凍機 B 負荷を停止することにより，

冷却塔の除熱能力の観点か ら本体の崩壊熱除去 機能を維持

出来ることを説明する。  

２．除熱能力への影響について

安全冷却水冷却塔Ｂの冷却ファン 18 台のうち 1 台故障を

想定した場合，ファンの有効台数に応じて冷却塔の除熱能力

は低下し，次の通りとなる。  

11.6×17/18＝ 10.95≒ 10.9[MW] 

安全冷却水系の負荷は 11.6[MW]であることから，ファン 1

台故障時の除熱能力不足分は次の通りとなる。  

11.6-10.9＝ 0.7[MW]・・・①

３．負荷停止による対応

安全機能へ影響が無い制御建屋  換気設備用冷凍機 B を停

止させることにより負 荷の低減が熱 負荷量は 3.6 [MW]であ

る  

停止熱負荷 3.6 [MW]・・・②
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よっ て負 荷停 止 によ り除 熱能 力 不足 分を 補う こ とが 出来

るこ とか ら安 全機 能へ 影響 が 無い 負荷 を停 止さ せる こと に

より，ファン 1 台故障時の除熱能力不足分を補うことができ

る。  

以  上
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